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当事業所はご利用者に対して指定介護保健施設サービスを提供します。 

事業所の概要や提供されるサービスの内容、契約上ご注意頂きたい事を次の通り説明します。 

 

１. 運営法人の概要 

●法  人  名      医療法人社団 白山会 

●法 人 所 在 地    白山市米永町３００番地２ 

●電 話 番 号      ０７６－２７６－２２６２ 

●代 表 者 氏 名    理事長 小矢﨑 直博 

●創 立 年 月 日    昭和６３年３月２９日 

 

２. 事業所の概要 

（1）事業所の概要 

●施設名及び事業所の種類  医療法人社団 白山会 介護老人保健施設 なごみ苑 

 ●所  在  地      白山市米永町３００番地２ 

 ●電 話 番 号      ０７６－２７６－５１００ 

 ●F  A  X       ０７６－２７６－７５３９ 

 ●管 理 者 名      小矢﨑 直博 

 ●開 設 年 月 日    平成１６年４月１日  

 ●介護保険事業所番号    石川県指定 第１７５２２８０３６０ 号  

 ●入 所 定 員      ２５名 

               ３人室３室 ４人室４室 

 

（2）事業所の目的 

介護老人保健施設は、医学的管理の下での看護、介護及び機能訓練、その他必要な医療

と日常生活上のお世話などの介護保健施設サービスを提供することで、利用者の能力に応

じ自立した日常生活を営むことができるようにし、1 日でも早く家庭での生活に戻る事が

できるように支援する事を目的とした施設です。 

さらに家庭復帰の場合には療養環境の調整などの退所時の支援も行いますので、安心し

て退所頂けます。 

この目的に沿って、当施設では、下記（3）のような運営の方針を定めていますので、

ご理解頂いた上でご利用ください。 

 

（3）当事業所の運営方針 

①ご利用者様の意思を尊重し、個々が望む施設生活が送れるよう支援します。 

② 個々の状態に応じた目標とサービス計画を立案・実施するため、適切な医療、看護及び

介護、リハビリテーション等を提供します。 

③ユニットケアの特性を生かし、より家庭的な雰囲気作りに努め、安全かつ安心した生活の

中から信頼関係を築きます。 
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④自立した在宅生活への移行・継続を支援するため介護予防、通所・入所サービスを提

供し、他職種連動によるチームケアを行い、より早期の在宅復帰を目指します。 

⑤ ご家族を含め地域との交流を積極的に持ち、また、関連機関との協働・連携を図り、

地域に根ざした生活を支援します。 

⑥職員一丸、和の心を信条とし、個々の研鑽を重ねより質の高いサービスを提供します。 

 

３. 施設の職員配置状況 

職 種 人 数 

・医師 ※   1 名以上* 

・薬剤師 ※ 0.3 名以上* 

・看護職員 ※ 2 名以上 

・介護職員 ※ 7 名以上 

・支援相談員 ※   1 名以上*（うち１名常勤） 

・理学療法士 ※ 

  1 名以上* ・作業療法士 ※ 

・言語聴覚士 ※ 

・管理栄養士 ※   1 名以上*（うち１名常勤） 

・介護支援専門員 ※   1 名以上*（うち１名常勤） 

・事務員、その他従業員 1 名以上* 

                                      ※常勤換算による *従来型と兼務 

 

４. 当事業所が提供するサービス内容 

① 施設サービス計画の立案 

② 食事 

③ 入浴（一般浴槽のほか入浴に介助を要する利用者には特別浴槽で対応） 

④ 医学的管理・看護 

⑤ 介護（退所時の支援も行います） 

⑥ 機能訓練（リハビリテーション、レクリエーション） 

⑦ 相談支援サービス 

⑧ 行政手続代行 

⑨ その他 

※これらのサービスの中には、利用者から基本料金とは別に利用料を頂く事もあります。 

 

５. 利用料 

（１）～（２）1～36 の施設サービス費については、介護保険負担割合に応じて費用の１

割、２割若しくは３割分を負担して頂きます。 

（１）基本料金（日額） 
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 ①基本型多床室 

 

 ②在宅強化型多床室 

 

（２）その他加算・費用                    

  １割負担の方 ２割負担の方  ３割負担の方  

1 夜勤職員配置加算 24 円／日 48 円／日 72 円／日 

2 

➀サービス提供体制強化加算（Ⅰ） 22 円／日 44 円／日 66 円／日 

②サービス提供体制強化加算（Ⅱ） 18 円／日 36 円／日 54 円／日 

③サービス提供体制強化加算（Ⅲ）  6 円／日 12 円／日 18 円／日 

3 
①短期集中リハビリテーション実施加算（Ⅰ） 258 円／日 516 円／日 774 円／日 

②短期集中リハビリテーション実施加算（Ⅱ） 200 円／日 400 円／日 600 円／日 

4 

①認知症短期集中リハビリテーション実施加算（Ⅰ） 

(週３回まで) 

  

240 円／日 

  

480 円／日 

  

720 円／日 

①認知症短期集中リハビリテーション実施加算（Ⅱ） 

(週３回まで) 

  

120 円／日 

  

240 円／日 

  

360 円／日 

5 
リハビリテーションマネジメント計画書情報加算（Ⅰ） 53 円／月 106 円／月 159 円／月 

リハビリテーションマネジメント計画書情報加算（Ⅱ） 33 円／月 66 円／月 99 円／月 

6 栄養マネジメント強化加算  11 円／日   22 円／日  33 円／日 

7 退所時栄養情報連携加算 70 円／回 140 円／回 210 円／回 

8 再入所時栄養連携加算 200 円／回 400 円／回 600 円／回 

9 経口移行加算 28 円／日 56 円／日 84 円／日 

10 ①経口維持加算Ⅰ 400 円／月 800 円／月 1,200 円／月 

11 ②経口維持加算Ⅱ 100 円／月 200 円／月 300 円／月 

12 療養食加算 6 円／回 12 円／回 18 円／回 

要介護度 １日当たりの利用料 １割負担の方 ２割負担の方 ３割負担の方 

要介護１ ７，９３０円 ７９３円／日 １，５８６円／日 ２，３７９円／日 

要介護２ ８，４３０円 ８４３円／日 １，６８６円／日 ２，５２９円／日 

要介護３ ９，０８０円 ９０８円／日 １，８１６円／日 ２，７２４円／日 

要介護４ ９，６１０円 ９６１円／日 １，９２２円／日 ２，８８３円／日 

要介護５ １０，１２０円 １，０１２円／日 ２，０２４円／日 ３，０３６円／日 

要介護度 １日当たりの利用料 １割負担の方 ２割負担の方 ３割負担の方 

要介護１ ８，７１０円 ８７１円／日 １，７４２円／日 ２，６１３円／日 

要介護２ ９，４７０円 ９４７円／日 １，８９４円／日 ２，８４１円／日 

要介護３ １０，１４０円 １，０１４円／日 ２，０２８円／日 ３，０４２円／日 

要介護４ １０，７２０円 １，０７２円／日 ２，１４４円／日 ３，２１６円／日 

要介護５ １１，２５０円 １，１２５円／日 ２，２５０円／日 ３，３７５円／日 
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13 
①外泊時費用 362 円／日 724 円／日 1,086 円／日 

②外泊時費用(在宅サービスを利用する場合) 800 円／日 1,600 円／日 2,400 円／日 

14 

ターミナルケア加算 

（死亡日以前３１日以上４５日以下） 

  

72 円／日  

  

144 円／日 

  

216 円／日 

ターミナルケア加算 

（死亡日以前４日以上３０日以下） 

  

160 円／日 

  

320 円／日 

  

480 円／日 

ターミナルケア加算 

（死亡日の前日及び前々日） 

  

910 円／日 

  

1,820 円／日 

 

2,730 円／日 

ターミナルケア加算（死亡日） 1,900 円／日 3,800 円／日 5,700 円／日 

15 
①初期加算（Ⅰ）（３０日まで） 60 円／日 120 円／日 180 円／日 

②初期加算（Ⅱ）（３０日まで） 30 円／日 60 円／日 90 円／日 

16 
①在宅復帰・在宅療養支援機能加算（Ⅰ） 51 円／日 102 円／日 153 円／日 

②在宅復帰・在宅療養支援機能加算（Ⅱ） 51 円／日 102 円／日 153 円／日 

17 
①入所前後訪問指導加算（Ⅰ） 450 円／回 900 円／回 1,350 円／回 

②入所前後訪問指導加算（Ⅱ） 480 円／回 960 円／回 1,440 円／回 

18 

①試行的退所時指導加算 400 円／回 800 円／回 1,200 円／回 

②退所時情報提供加算（Ⅰ） 500 円／回 1,000 円／回 1,500 円／回 

退所時情報提供加算（Ⅱ） 250 円／回 500 円／回 750 円／回 

③入退所前連携加算（Ⅰ） 600 円／回 1,200 円／回 1,800 円／回 

入退所前連携加算（Ⅱ） 400 円／回 800 円／回 1,200 円／回 

④訪問看護指示加算 300 円／回 600 円／回 900 円／回 

19 

①協力医療機関連携加算（R7.3.31まで） 100 円／月 200 円／月 300 円／月 

①協力医療機関連携加算（R7.4.1～） 50 円／月 100 円／月 150 円／月 

②協力医療機関連携加算 5 円／月 10 円／月 15 円／月 

20 

①かかりつけ医連携薬剤調整加算（Ⅰ）イ 140 円／回 280 円／回 420 円／回 

①かかりつけ医連携薬剤調整加算（Ⅰ）ロ 70 円／回 140 円／回 210 円／回 

②かかりつけ医連携薬剤調整加算（Ⅱ） 240 円／回 480 円／回 720 円／回 

③かかりつけ医連携薬剤調整加算（Ⅲ） 100 円／回 200 円／回 300 円／回 

21 
（ア）緊急時施設療養費 緊急時治療管理 518 円／日 1,036 円／日 1,554 円／日 

（イ）緊急時施設療養費 特定治療費 下記※の１割 下記※の 2 割 下記※の 3 割 

22 
①所定疾患施設療養費（Ⅰ） 239 円／日 478 円／日 717 円／日 

②所定疾患施設療養費（Ⅱ） 480 円／日 960 円／日 1,440 円／日 

23 
①認知症チームケア推進加算（Ⅰ） 150 円／月 300 円／月 450 円／月 

②認知症チームケア推進加算（Ⅱ） 120 円／月 240 円／月 360 円／月 

24 若年性認知症入所者受入加算 120 円／日 240 円／日 360 円／日 

25 認知症行動・心理症状緊急対応加算 200 円／日 400 円／日 600 円／日 

26 
①口腔衛生管理加算（Ⅰ） 90 円／月 180 円／月 270 円／月 

②口腔衛生管理加算（Ⅱ） 110 円／月 220 円／月 330 円／月 
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27 
①褥瘡マネジメント加算（Ⅰ） 3 円／月 6 円／月 9 円／月 

②褥瘡マネジメント加算（Ⅱ） 13 円／月 26 円／月 39 円／月 

28 

①排せつ支援加算（Ⅰ） 10 円／月 20 円／月 30 円／月 

②排せつ支援加算（Ⅱ） 15 円／月 30 円／月 45 円／月 

③排せつ支援加算（Ⅲ） 20 円／月 40 円／月 60 円／月 

29 自立支援促進加算 300 円／月 600 円／月 900 円／月 

30 
①科学的介護推進体制加算（Ⅰ） 40 円／月 80 円／月 120 円／月 

②科学的介護推進体制加算（Ⅱ） 60 円／月 120 円／月 180 円／月 

31 安全対策体制加算 20 円／入所初日 40 円/入所初日 60 円／入所初日 

32 
高齢者施設等感染対策向上加算（Ⅰ） 10 円／月 20 円／月 30 円／月 

高齢者施設等感染対策向上加算（Ⅱ） 5 円／月 10 円／月 15 円／月 

33 新興感染症等施設療養費 240 円／日 480 円／日 720 円／日 

34 
生産性向上推進体制加算（Ⅰ） 100 円／月 200 円／月 300 円／月 

生産性向上推進体制加算（Ⅱ） 10 円／月 20 円／月 30 円／月 

35 

①介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）算定した単位数の 75／1000（R8.5.31まで） 

②介護職員等処遇改善加算（Ⅱ）算定した単位数の 71／1000（R8.5.31まで） 

③介護職員等処遇改善加算（Ⅲ）算定した単位数の 54／1000（R8.5.31まで） 

④介護職員等処遇改善加算（Ⅳ）算定した単位数の 44／1000（R8.5.31まで） 

36 

①介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）イ 算定した単位数の 90／1000（R8.6.1から） 

②介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）ロ 算定した単位数の 97／1000（R8.6.1から） 

③介護職員等処遇改善加算（Ⅱ）イ 算定した単位数の 86／1000（R8.6.1から） 

④介護職員等処遇改善加算（Ⅱ）ロ 算定した単位数の 93／1000（R8.6.1から） 

⑤介護職員等処遇改善加算（Ⅲ）   算定した単位数の 69／1000（R8.6.1から） 

⑥介護職員等処遇改善加算（Ⅳ）   算定した単位数の 59／1000（R8.6.1から） 

※医科診療報酬点数表により算定 

１ 夜勤職員配置加算 

夜勤を行う看護職員又は介護職員を、利用者等の数が 20又はその端数を増すごとに１以上

であり、かつ２を超えて配置している場合加算されます。 

 

２ サービス提供体制強化加算 

①介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が８０％以上である場合、又は、勤続１０

年以上の介護福祉士の占める割合が３５％以上である場合。さらに、サービスの質の向上に

資する取組を実施している場合。 

②介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が６０％以上である場合。 

③介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が５０％以上である場合、又は、常勤職員

の占める割合が７５％以上である場合、又は、勤続７年以上の者の占める割合が３０％以上

である場合。 

※①～③のいずれか加算されます。 
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３ 短期集中リハビリテーション実施加算 

医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、入所日から起算し

て３ヶ月以内の期間に集中的にリハビリテーションを行った場合加算されます。 

①医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、集中的にリハビリ

テーションを行った場合で、原則として入所時及び 1月に 1回以上 ADL等の評価を行うとと

もに、その評価結果等の情報を厚生労働省に提出し、必要に応じてリハビリテーション計画

を見直ししている場合｡ 

②医師等が、集中的にリハビリテーションを行った場合。 

※①②のいずれか加算されます。 

 

４ 認知症短期集中リハビリテーション実施加算 

認知症であると医師が判断した者であって、リハビリテーションによって生活機能の改善が

見込まれると判断された者に対して、医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士又

は言語聴覚士が、集中的なリハビリテーションを個別に行った場合、入所日から起算して３ヶ

月以内の期間に限り、１週に３回を限度として加算されます。 

①リハビリテーションを担当する理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が適切に配置されて

おり、リハビリテーションを行うに当たり、利用者数が理学療法士、作業療法士又は言語聴

覚士の数に対して適切であり、利用者が退所後生活する居宅又は社会福祉施設等を訪問し、

当該訪問により把握した生活環境を踏まえたリハビリテーション計画を作成した場合。 

②リハビリテーションを担当する理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が適切に配置されて

おり、リハビリテーションを行うに当たり、利用者数が理学療法士、作業療法士又は言語聴

覚士の数に対して適切である場合。 

※①②のいずれか加算されます。 

 

５ リハビリテーションマネジメント計画書情報加算 

①医師、管理栄養士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、歯科衛生士、看護職員、介護職

員、その他の職種の者が共同し、利用者ごとのリハビリテーション実施計画の内容等の情報

を厚生労働省に提出し、リハビリテーション計画の内容等の情報その他リハビリテーション

の適切かつ有効な実施のために必要な情報、利用者の口腔の健康状態に関する情報及び利用

者の栄養状態に関する情報を相互に共有し、共有した情報を踏まえ、必要に応じてリハビリ

テーション計画の見直しを行い、見直しの内容について、関係職種間で共有した場合加算さ

れます。 

 ②医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が共同し、継続的にリハビリテーションの質

を管理し、利用者ごとのリハビリテーション実施計画の内容等の情報を厚生労働省に提出

し、リハビリテーションの提供に当たって、当該情報その他リハビリテーションの適切かつ

有効な実施のために必要な情報を活用した場合加算されます。 

※①②のいずれか加算されます。 
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６ 栄養マネジメント強化加算 

利用者の栄養状態の維持及び改善を図り、自立した日常生活を営むことができるよう、状態

に応じた栄養管理を計画的に行い、栄養状態等の情報を厚生労働省に提出し、継続的な栄養管

理の実施に当たって、当該情報その他継続的な栄養管理の適切かつ有効な実施のために必要な

情報を活用した場合に加算されます。 

 

７ 退所時栄養情報連携加算 

厚生労働大臣が定める特別食を必要とする利用者又は低栄養状態にあると医師が判断した利

用者が退所する際に、居宅に退所する場合は利用者の主治の医師の属する病院又は診療所及び

介護支援専門員に対して、入院又は入所する場合は病院、診療所又は他の介護保険施設に対し

て、利用者の同意を得て、管理栄養士が利用者の栄養管理に関する情報を提供した場合 1月に

１回を限度として加算されます。 

 

８ 再入所時栄養連携加算 

  入所している者が退所し、病院又は診療所に入院した場合であって、退院した後に再度入所

する際に、厚生労働大臣が定める特別食を必要とする利用者であり、管理栄養士が病院又は診

療所の管理栄養士と連携し、栄養ケア計画を策定した場合に、1回を限度として加算されま

す。 

 

９ 経口移行加算 

医師・管理栄養士・歯科医師・看護師・介護支援専門員その他の職種が共同して、経管によ

り食事を摂取している利用者ごとに経口による食事の摂取を進めるための経口移行計画を作成

している場合であって、計画に従い、医師の指示をうけた管理栄養士又は栄養士による栄養管

理及び言語聴覚士又は看護職員による支援が行われた場合、作成日から起算して１８０日以内

の期間に限り加算されます。ただし、医師の指示に基づき引き続き加算が算定される場合があ

ります。 

 

１０ 経口維持加算Ⅰ 

現に経口により食事を摂取する者であって、摂食機能障害を有し、誤嚥が認められる利用者

に対して、医師・管理栄養士・歯科医師・看護師・介護支援専門員その他の職種が共同して、

利用者の栄養管理をするための食事の観察及び会議等を行い、利用者ごとに、経口による継続

的な食事の摂取を進めるための経口維持計画を作成した場合加算されます。 

 

１１ 経口維持加算Ⅱ 

経口維持加算Ⅰを算定している場合であって、利用者の経口による継続的な食事の摂取を支

援するための食事の観察及び会議等に医師、歯科医師、歯科衛生士又は言語聴覚士が加わった

場合加算されます。 
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１２ 療養食加算 

医師の発行する食事箋に基づく糖尿病食、腎臓病食、腎臓病食に準じて取り扱うことのでき

る心臓疾患等の減塩食、肝臓病食、胃潰瘍食、貧血食、膵臓病食、脂質異常症食、痛風食およ

び特別な場合の検査食等を提供した場合、1日につき３回を限度として加算されます。 

 

１３ 外泊時費用 

外泊された場合には、１ヶ月に６日を限度として１日につき施設サービス費に代えて徴収さ

れます。 

その他、居住費として（３）アの料金を頂きます。但し、１ヵ月に６日間に限り利用者負担

第１～３段階の方は厚生労働大臣の定める額とします。外泊の初日と施設に戻られた日は、入

所日同様の扱いとなり、外泊扱いになりません。 

 

１４ ターミナルケア加算 

医師が一般的に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断した者であ

り、利用者又は家族等の同意を得て、医師・看護師・介護職員等が共同して、利用者のターミ

ナルケアに係る計画を作成し、サービス提供にあたり、本人の意思を尊重した医療・ケアの方

針決定に対する支援に努め、利用者の状態又は家族の求めに応じ随時説明を行っている場合加

算されます。 

 

１５ 初期加算 

①急性期医療を担う医療機関の一般病棟への入院後30日以内に退院し、介護老人保健施設に

入所した場合、当該介護老人保健施設の空床情報について、地域医療情報連携ネットワー

ク等を通じ、地域の医療機関に定期的に情報を共有しており、当該介護老人保健施設の空

床情報について、当該介護老人保健施設のウェブサイトに定期的に公表するとともに、急

性期医療を担う複数医療機関の入退院支援部門に対し、定期的に情報共有を行っている場

合、入所した日から起算して３０日以内の期間に加算されます。 

②入所した日から起算して３０日以内の期間に加算されます。 

※①②のいずれか加算されます。 

 

１６ 在宅復帰・在宅療養支援機能加算 

①（1）①基本型個室③基本型多床室を算定しており、別に厚生労働大臣が定める基準に適合し

た場合加算されます。 

②（1）②在宅強化型個室④在宅強化型多床室を算定しており、別に厚生労働大臣が定める基準

に適合した場合加算されます。  

 

１７ 入所前後訪問指導加算 

入所予定日前３０日以内又は入所後７日以内に当該利用者が退所後生活する居宅を訪問し、

退所を目的とした施設サービス計画の策定及び診察方針の決定を行った場合に、次に掲げる区
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分に応じ、入所中１回を限度として加算されます。 

①退所を目的とした施設サービス計画の策定及び診察方針の決定を行った場合。 

②退所を目的とした施設サービス計画の策定及び診察方針の決定にあたり、生活機能の具体的

な改善目標を定めるとともに、退所後の生活に係る支援計画を策定した場合。 

 

１８ 退所時等指導等加算 

①試行的退所時指導加算 

退所が見込まれる入所期間が 1月を越える利用者をその居宅において試行的に退所させる

場合において、利用者の試行的な退所時に、利用者及びその家族等に対して、退所後の療

養上の指導を行った場合に入所中最初に試行的な退所を行った月から 3月の間に限り、１

月に 1回を限度として加算されます。 

②退所時情報提供加算 

（Ⅰ）利用者が退所し、居宅において療養を継続する場合において、利用者の退所後の主治

の医師に対して、又、社会福祉施設等に入所する場合において、社会福祉施設等に対して、

利用者等の同意を得て、診療状況、心身の状況、生活歴等を提供した場合１回に限り加算さ

れます。 

（Ⅱ）利用者が退所し、医療機関に入院する場合において、医療機関に対して、利用者等の

同意を得て、心身の状況、生活歴等を提供した場合１回に限り加算されます。 

③入退所前連携加算 

（Ⅰ）入所予定日前３０日以内又は入所後３０日以内に利用者が退所後に利用を希望する指

定居宅介護支援事業者と連携し、利用者等の同意を得て、退所後の居宅サービス等の利用方

針を定め、利用者の係る居宅サービス等に必要な情報を提供し、かつ、退所後の居宅サービ

ス等の利用に関する調整を行った場合加算されます。 

（Ⅱ）利用者が退所後に利用を希望する指定居宅介護支援事業者と連携し、利用者等の同意

を得て退所後の居宅サービス等の利用方針を定めた場合加算されます。 

※（Ⅰ）（Ⅱ）のいずれか加算されます。 

④訪問看護指示加算 

退所後訪問看護が必要と認められ、訪問看護ステーションに対し指示書を交付した場合加算

されます。 

 

１９ 協力医療機関連携加算 

協力機関との間で、利用者の同意を得て、利用者の病歴等の情報を共有する会議を定期的に

開催している場合加算されます。 

①利用者の病状が急変した場合等において、医師又は看護職員が相談対応を行う体制を常時確

保し、又、高齢者施設等からの診療の求めがあった場合において、診療を行う体制を常時確

保し、入院を要すると認められた利用者の入院を原則として受け入れる体制を確保している

協力機関と連携している場合。 

②①以外の協力機関と連携している場合。 
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２０ かかりつけ医連携薬剤調整加算 

①医師又は薬剤師が利用者の薬物療法に関する研修を受講しており、入所中に当該入所者の処

方の内容に変更があった場合は医師、薬剤師、看護師等の関係職種間で情報共有を行い、変

更後の入所者の状態等について、多職種で確認を行い、入所時と退所時の処方の内容に変更

がある場合は変更の経緯、変更後の入所者の状態等について、退所時又は退所後１月以内に

当該入所者の主治の医師に情報提供を行った場合加算されます。 

イ 入所後１月以内に、状況に応じて入所者の処方の内容を変更する可能性があることに

ついて主治の医師に説明し、合意しており、入所前に当該利用者に６種類以上の内服

薬が処方されており、施設の医師と利用者の主治の医師が共同し、入所中に当該処方

の内容を総合的に評価及び調整し、かつ、療養上必要な指導を行った場合。 

ロ 入所前に６種類以上の内服薬が処方されていた入所者について、施設において、入所

中に服用薬剤の総合的な評価及び調整を行い、かつ、療養上必要な指導を行った場

合。 

※イ又はロのいずれか加算されます。 

②①イ又はロを加算し、利用者の服薬情報等を厚生労働省に提出し、処方に当たって、当該情

報その他の 薬物療法の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用した場合。 

③①イ又はロ②を加算し、退所時に処方されている内服薬の種類が入所時に比べ１種類以

上減少した場合。 

 

２１ 緊急時施設療養費 

利用者の容態が急変した場合等、緊急時に所定の対応を行った場合は、別途料金を頂きます。 

 

２２ 所定疾患施設療養費 

①肺炎、尿路感染症、帯状疱疹又は蜂窩織炎、慢性心不全の増悪について、投薬、検査、注

射、処置等を行った場合、１月に１回、連続する７日間を限度として加算されます。 

②①に加え、医師が感染症対策に関する研修を受講した場合、１月に１回、連続する 10日間を

限度として加算されます。 

※①②のいずれか加算されます。 

 

２３ 認知症チームケア推進加算  

利用者総数のうち、周囲の者による日常生活に対する注意を必要とする認知症の利用者の占

める割合が２分の１以上であり、個別に認知症の行動・心理症状の評価を計画的に行い、その

評価に基づく値を測定し、認知症の行動・心理症状の予防等に資するチームケアを実施してお

り、認知症の行動・心理症状の予防等に資する認知症ケアについて、カンファレンスの開催、

計画の作成、認知症の行動・心理症状の有無及び程度についての定期的な評価、ケアの振り返

り、計画の見直し等を行っている場合加算されます。 

①認知症の行動・心理症状の予防及び出現時の早期対応に資するに認知症介護の指導に係る専

門的な研修を修了している者、又は認知症介護に係る専門的な研修及び認知症の行動、心理
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症状に予防等に資するケアプログラムを含んだ研修を修了した者を 1名以上配置し、かつ、

複数人の介護職員からなる認知症の行動、心理症状に対応するチームを組んでいる場合。 

②認知症の行動・心理症状の予防等に資する認知症介護に係る専門的な研修を修了している者

を１名以上配置し、かつ、複数人の介護職員から成る認知症の行動、心理症状に対応するチ

ームを組んでいる場合。 

※①②のいずれか加算されます。 

 

２４ 若年性認知症入所者受入加算 

若年性認知症利用者ごとに個別に担当者を定め、利用者の特性やニーズに応じたサービス提

供を行った場合加算されます。 

 

２５ 認知症行動・心理症状緊急対応加算 

医師が認知症の行動、心理症状が認められるため、在宅での生活が困難であり、緊急に入所

することが適当であると判断した者に対し、介護保健施設サービスを行った場合、７日を限度

として加算されます。 

 

２６ 口腔衛生管理加算 

①利用者の口腔の健康の保持を図り、自立した日常生活を営むことができるよう、口腔衛生の

管理体制を整備し、利用者の状況に応じた口腔衛生の管理を計画的に行った場合加算されま

す。 

②口腔衛生等の管理に関する計画の内容等の情報を厚生労働省に提出し、口腔衛生等の管理の

実施に当たって、当該情報その他の口腔衛生等の管理の適切かつ有効な実施のために必要な

情報を活用した場合加算されます。 

※①②のいずれか加算されます。 

 

２７ 褥瘡マネジメント加算 

①利用者ごとに施設入所時又は利用開始時に褥瘡の有無を確認するとともに、褥瘡の発生と関

連のあるリスクについて、施設入所時又は利用開始時に評価を行い、その評価結果等を厚

生労働省に提出し、褥瘡管理の実施に当たって当該情報その他褥瘡管理の適切かつ有効な

実施のために必要な情報を活用し、評価の結果、褥瘡が発生するリスクがあるとされた利

用者ごとに、医師、看護師、管理栄養士、介護職員、介護支援専門員その他の職種が共同

して、褥瘡管理に関する褥瘡ケア計画を作成し、計画に従い、褥瘡管理を実施、見直しを

行った場合加算されます。 

②①に加え、施設入所時等の評価の結果、褥瘡の認められた入所者等について、当該褥瘡が治

癒したこと、又褥瘡が発生するリスクがあるとされた利用者について、褥瘡の発生のない

場合、加算されます。 

※①②のいずれか加算されます。 
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２８ 排せつ支援加算 

①排せつに介護を要する利用者ごとに、要介護状態の軽減見込みについて医師または医師と連

携した看護師が評価するとともに、評価の見直しを行い、その評価結果等を厚生労働省に提

出し、排せつ支援に当たって当該情報等を活用し、評価の結果、要介護状態の軽減が見込ま

れる利用者について、医師、看護師、介護支援専門員等が共同して、排せつに介護を要する

原因を分析し、それに基づいた支援計画を作成し、支援を継続して実施を行った場合加算さ

れます。 

② ①に加え適切な対応を行うことにより、入所時と比較して改善し、又は入所時、利用開始時

に尿道カテーテルが留置されていた利用者について、尿道カテーテルが抜去された場合、又

はオムツ使用なしに改善している場合加算されます。 

③ ①に加え適切な対応を行うことにより、入所時と比較して改善し、又は入所時、利用開始時

に尿道カテーテルが留置されていた利用者について、尿道カテーテルが抜去された場合、か

つオムツ使用なしに改善している場合加算されます。 

※①～③のいずれか加算されます。 

 

２９ 自立支援促進加算 

医師が利用者ごとに、自立支援のために特に必要な医学的評価を行うとともに、見直しを行

い、自立支援に係る支援計画等の算定等に参加し、医学的評価の結果、特に自立支援のための

対応が必要であるとされた利用者ごとに、医師、看護師、介護職員、介護支援専門員、その他

の職種の者が共同して、自立支援に係る支援計画書を策定し、支援計画に従ったケアを実施、

見直しを行い、医学的評価の結果等を厚生労働省に提出し、当該情報その他自立支援促進の適

切かつ有効な実施のために必要な情報を活用した場合加算されます。 

 

３０ 科学的介護推進体制加算 

①利用者ごとの心身の状況等の基本的な情報を厚生労働省に提出し、必要に応じてサービス計

画を見直すなど、サービス提供に当たって、基本的な情報その他サービスを適切かつ有効に

提供するために必要な情報を活用した場合加算されます。 

② ①に加え、疾病の状況や服薬情報等の情報を厚生労働省に提出した場合加算されます。 

※① ②いずれか加算されます。 

 

３１ 安全対策体制加算 

外部の研修を受けた担当者が配置され、施設内に安全対策部門を設置し、組織的に安全対策

を実施する体制が整備されている場合、入所初日に限り加算されます。 

 

３２ 高齢者施設等感染対策向上加算 

①第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応を行う体制を確保してお

り、協力医療機関との間で新興感染症以外の一般的な感染症の発生時等の対応を取り決める

とともに、感染症の発生時等に協力医療機関と連携し適切に対応しており、医療機関又は地
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域の医師会が定期的に行う院内感染対策に関する研修又は訓練に 1年に 1回以上参加した場

合加算されます。 

②医療機関から３年に１回以上施設内で感染者が発生した場合の感染制御等に係る実地指導を

受けている場合加算されます。 

  

３３ 新興感染症等施設療養費 

利用者が別に厚生労働大臣が定める感染症に感染した場合に相談対応、診療、入院調整等を

行う医療機関を確保し、かつ、当該感染症に感染した利用者に対し、適切な感染対策を行った

上で介護保健施設サービスを行った場合、１月に１回、連続する 5日を限度として加算されま

す。 

 

３４ 生産性向上推進体制加算 

厚生労働大臣が定める基準に適合し、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知

事に対し、老健局長が定める様式による届出を行い、利用者の安全並びに介護サービスの質の

確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の開催や必要な安全対策を講じ

た上で、生産性向上ガイドラインに基づいた改善活動を継続的に行っていた場合加算されま

す。 

①見守り機器等のテクノロジーを複数導入しており、職員間の適切な役割分担の取組を行い、1

年以内ごとに１回、業務改善の取組による効果を示すデータの提出を行い、データにより業

務改善の取組による成果が確認された場合。 

②見守り機器等のテクノロジーを 1つ以上導入しており、1年以内ごとに１回、業務改善の取

組による効果を示すデータの提出を行った場合。 

※①②のいずれか加算されます。 

 

３５ 介護職員等処遇改善加算（R8.5.31まで） 

利用者に対し、介護保健施設サービスを行った場合、次に掲げる単位数を所定の単位数に加

算されます。 

①（１）～（２）1～34までにより算定した単位数の 1000分の 75に相当する単位数 

②（１）～（２）1～34までにより算定した単位数の 1000分の 71に相当する単位数 

③（１）～（２）1～34までにより算定した単位数の 1000分の 54に相当する単位数 

④（１）～（２）1～34までにより算定した単位数の 1000分の 44に相当する単位数 

※①～④のいずれか加算されます。 

 

３６ 介護職員等処遇改善加算（R8.6.1から） 

利用者に対し、介護保健施設サービスを行った場合、次に掲げる単位数を所定の単位数に

加算されます。 

①イ（１）～（２）1～34までにより算定した単位数の 1000分の 90に相当する単位数 

②ロ（１）～（２）1～34までにより算定した単位数の 1000分の 97に相当する単位数 
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③イ（１）～（２）1～34までにより算定した単位数の 1000分の 86に相当する単位数 

④ロ（１）～（２）1～34までにより算定した単位数の 1000分の 93に相当する単位数 

⑤ （１）～（２）1～34までにより算定した単位数の 1000分の 69に相当する単位数 

⑥ （１）～（２）1～34までにより算定した単位数の 1000分の 59に相当する単位数 

※①～⑥のいずれか加算されます。 

 

（３）その他の利用料金（自己負担） 

ア. 居住費（非課税） 

    （ア）多床室  ①３人室・４人室   １日当り      ８００円 

利用者負担第１～第３段階の利用料金は厚生労働大臣の定める負担限度額とする。 

 

イ. 食費（非課税） 

       １日当り  １，９００円 

利用者負担第１～第３段階の利用料金は厚生労働大臣の定める負担限度額とする。 

 

ウ. クラブ活動材料費   実費（税別） 

 

エ. 趣味材料費   実費（税別） 

 

オ. 行事費   実費（税別） 

 

カ. 健康管理材料費   実費（税別） 

 

キ. 電気器具等使用料  １点  １日当り  ３８円（税別） 

 

ク. 洗濯代（非課税）       １回につき  ６００円 

手洗い相当の汚れ          １回につき  ５００円 

 

   ケ. 理美容代   実費（税別） 

 

コ. その他個人的に使用する診断書の発行などに係る文書料   実費（税別） 

 

サ 利用者が要介護認定で自立、要支援１又は要支援２と認定された場合、１日当り下

記の料金を頂きます。（非課税） 

     ・基本型多床室の場合 7,930円 ・在宅強化型多床室の場合 8,710円 

 

（４）支払い方法 

・毎月１０日までに、前月分の請求書を発行しますので、その月の２５日までにお支払

いください。お支払いいただきますと領収書を発行いたします。 

・お支払い方法は、原則として、金融機関による自動振替とさせて頂きます。 

 

６. 協力医療機関等 

当施設では、下記の医療機関・歯科診療所に協力を頂き、利用者の状態が急変した場合に

は、速やかに対応をお願いするようにしています。 
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・協力医療機関 

①名 称   公立松任石川中央病院 

住 所   白山市倉光三丁目８ 

②名 称   公立つるぎ病院 

住 所   白山市鶴来水戸町ノ１番地 

③名 称   北陸病院 

住 所   金沢市泉が丘２丁目１３番地４３号 

④名 称   芳珠記念病院 

住 所   能美市緑ヶ丘１１丁目７１番 

⑤名 称   南ヶ丘病院 

住 所   野々市市西部中央土地区画整理事業施行地区 56街区 1番 

・協力歯科医療機関 

①名 称   こばやし歯科 

住 所   野々市市堀内５丁目１９５番地 

②名 称   なかがわ歯科 

住 所   白山市相木町５１６番地１ 

◇緊急時の連絡先 

1 

氏名：          《続柄      》電話番号：          

住所：                                   

2 

氏名：          《続柄      》電話番号：          

住所：                                   

3 

氏名：          《続柄      》電話番号：          

住所：                                   

 

７. 施設利用に当っての留意事項 

（１）面会 （午後９時までとする。） 

（２）外出・外泊（利用者は、事業者の同意を得たうえで、施設外で外泊をすることができ

るものとします。この場合、契約者は外泊開始日の３日前までに事業者に届け出るもの

とします。） 

（３）飲酒・喫煙は原則として禁止 

（４）火気の取扱注意 

（５）設備・備品の利用（職員の了解のうえ使用） 

（６）所持品・備品等の持ち込み（入所時に応相談） 

（７）金銭・貴重品の管理（扶養者で管理することとする。） 

（８）外泊時等の施設外での受診（当苑まで要連絡） 
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（９）利用者間及び扶養者間又は第三者との紛争、トラブルその他個人的な問題が発生した

場合、当苑は一切関知しないものとする。 

 

８. 非常災害対策 

（１）防災設備   スプリンクラー、消化器、消火栓、火災報知器等 

（２）防災訓練   年二回 

 

９. 禁止事項 

当施設では、多くの方に安心して療養生活を送っていただくために、次の行為を禁止しま

す。 

 （１）宗教や信条の相違などで他人を攻撃し、または自己の利益のために、他人の自由を侵す

こと。 

 （２）けんか、口論、泥酔などで、他の利用者等に迷惑を及ぼすこと。 

 （３）施設の秩序、風紀を乱し、安全衛生を害すること。 

 （４）故意に施設若しくは、物品に損害を与え、またはこれを持ち出すこと。 

 （５）ペットを施設内に持ち込むこと。 

 

１０．居室の明け渡し 

（１）利用者は、入所契約書 第 11 条 第 1 号～第 6 号により本契約が終了した場合におい

て、すでに実施されたサービスに対する利用料金支払義務及びその他の条項に基づく義

務を履行したうえで、居室を明け渡すものとします。 

（２）利用者は、契約終了日までに居室を明け渡さない場合又は前項の義務を履行しない場

合には、本来の契約終了日の翌日から現実に居室が明け渡される日までの期間に係る次

表の料金、５．利用料（３）の料金を事業者に対して支払うものとします。 

・居室を明け渡された日までの期間に係る料金（日額） 

ご契約者の要介護度 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

基本型多床室 7,930円 8,430円 9,080円 9,610円 10,120円 

在宅強化型多床室 8,710円 9,470円 10,140円 10,720円 11,250円 

（３）第 1項の場合に、1ヶ月に満たない期間のサービスに関する利用料金の支払い額に

ついては、利用日数に基づいて計算した金額とします。 

 

１１．残置物の引取等 

  （１）前項の場合、事業者は、本契約が終了した後、利用者又は身元引受人にその旨連絡する

ものとします。 

  （２）利用者又は身元引受人は、前項の連絡を受けた後 1 週間以内に残置物を引き取るものと

します。但し、１０（２）による料金を事業者に対して支払うものとします。 

 

１２. 事故発生時の対応 

（１）入所者に対する施設サービスの提供により、事故が発生した場合は、あらかじめ定め
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た対応方法により、速やかに市町村、入所者の家族等に連絡を行うとともに必要な措置

を講じます。 

（２）事故の状況及び事故に際して採った処置について記録します。 

（３）入所者に対する施設サービスの提供により、賠償すべき事故が発生した場合は、損害

賠償を速やかに行います。 

（４）事故が生じた際にはその原因を解明し、再発生を防ぐための対策を講じます。 

 

１３. 苦情処理 

（１）施設サービスに関する入所者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するため

に次のとおり苦情を受け付けるための窓口を設置します。 

一. 受付窓口 担当部署  事務局 

担 当 者   角田 まり 

二. 意見箱の設置場所   事務所カウンター 

（２）受付窓口のほか、相談窓口、苦情処理の体制及び手順等、施設における苦情を処理す

るために講ずる措置の概要についても定め、入所者又はその家族にサービスの内容を説

明する文書に記載するとともに、施設に掲示します。 

（３）施設は苦情を受け付けた場合は、苦情の内容を記載します。 

（４）施設サービスに関し、法第 23 条の規定による市町村が行う文書その他の物件の提供若

しくは提示の求め又は、市町村職員からの質問若しくは照会に応じ、入所者からの苦情

に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村からの指導又は助言に従って必

要な改善を行い、その改善内容を市町村に報告します。 

 （５）施設サービスに関する入所者からの苦情に関して、国民健康保険団体連合会が行う法第

１７６条第１項第二号の規定による調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会

の指導又は助言に従って必要な改善を行い、その改善内容を国民健康保険団体連合会に

報告します。 
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令和  年  月  日 

 

   

  介護老人保健施設なごみ苑を入所利用するにあたり、利用者に対して契約書及び本書

面に基づいて重要な事項を説明しました。 

 

（事業者） 

 

住  所  石川県白山市米永町３００番地２ 

事業者名  医療法人社団 白山会 

                          介護老人保健施設 なごみ苑 

 

説 明 者              

  

 

 

  私は、契約書及び本書面により、事業者から介護老人保健施設なごみ苑についての 

重要事項の説明を受けました。 

 

（利用者） 

 

 

住 所                 

 

 

氏 名                 

 

 

 

 

上記代理人（代理人を選任した場合） 

 

 

住 所                 

 

 

氏 名                 
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クラブ活動材料費内訳 

 金額（税別） 備 考 

習字 １回につき １９０円  

料理 １回につき ３７０円  

茶和 
 (おいしい和菓子を食す) 

１回につき ３７０円  

音楽 １回につき ２８０円  

絵画 １回につき １９０円  

紙工芸 １回につき ２８０円  

嗜好品 
(コーヒー・紅茶･緑茶等) 

１ヶ月につき ５６０円  

    

・上記の参加については利用者本人に全て任せます。  はい ・ いいえ 
 

※いいえの場合、希望する項目をご記入下さい 

 

※ 上記、内訳は増えることもあります。 
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令和８年４月１日 改
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